
４月24日、日民協も協賛しました『「司法
はこれでいいのか─裁判官任官拒否・修
習生罷免から50年─」出版記念集会』が
開催されました。集会を紹介しながら、
司法のあり方を問う特集にするべく準備
をしています。ご期待ください。
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と報じられています。新型コロナが問題と
なって1年以上が経過したにもかかわらず、
医療崩壊を防ぐ具体的な施策は見えてきま
せん。医療現場の方々の苦悩、疲労を思う
ととてもやり切れません。そのような中で、
安倍前首相は憲法記念日に、東京五輪は「オ
ールジャパンで対応すれば開催できる」と
述べたそうです。安倍前首相のいう「オー
ルジャパン」の中には、少なからず五輪を
強行したことによる犠牲者が存在するであ
ろうことを絶対に忘れてほしくありません
し、憲法という国民の命と権利を守る法典
の記念日に、国民の命と健康をないがしろ
にする発言をする神経が理解できません。
　その他にも、入管法の改正や重要土地調
査・規制法など、今国会では大きな問題の
ある法案がいくつも通されようとしていま
す（おかげで自由法曹団の執行部もてんやわん
やしています）。
　ここまでの政権の横暴が行われており、
それがある種許容されてしまっている日本
社会に強い危機感を覚えますが、検察庁法
改正問題など、何かのきっかけで多くの人
が声を上げ、政治を大きく動かすことがで
きることもあります。
　コロナ対策の失敗、数々の横暴をなして
いる今こそ、改憲を阻止し、真に国民のた
めの政治へと転換するための正念場だと思
います。
　私も、微力ではありますが、日民協の一
会員として、民主主義が実現され、平和と
人権が守られる社会になるよう、活動を続
けていきたいと思いますので、ご指導、ご
鞭撻を何卒よろしくお願いいたします。
	 （弁護士　大住広太）

先 月号では、自治体に関する「デジタ
ル監視法案」の危険性について寄稿

させていただきました。昨年末頃からこの
問題にかかりきりで、たくさんの学習会や
原稿作成の機会をいただきました。これら
の活動を通じ、さまざまな方々と意見交換
をしたり、運動を作るための企画を実施し
たり、国会審議を分析・検討したりと、こ
れまでなかった経験をすることができまし
た。問題点だらけの法案ですが、なかなか
世間に問題の深刻さが伝わらず、菅政権に
よって強引に成立させられてしまいました。
日本社会が大きく変えられる法案を、個人
情報保護も不十分なまま、これほど拙速に
成立させる政府の姿勢に強い憤りを覚え
ます。
　また、5月6日には、衆院憲法審査会で
改憲手続法が採決されました。飯島滋明先
生、田中隆先生をはじめとして、法律家6
団体で検討を重ね、改正7項目自体にも問
題があることを示した矢先の出来事です。
CM規制問題なども片付いていません。一
つの法案に多数の問題点があるにもかかわ
らず、その一部だけ改正するというのは、
奇妙でなりません。国民が求めてもいない
憲法改正のために、この非常事態の中、改
憲手続を進めようとする姿勢には強い疑問
を抱きます。8国会にわたって改憲手続法
の採決を阻止してきた諸先輩方の活動に敬
意を表するとともに、まだまだこれからが
正念場と思って、改憲手続法成立の阻止、
仮に成立しても修正を求める活動を引き
続き頑張っていきたいと思います。
　憲法審査会では、改憲手続法だけでなく、
改憲4項目への言及も複数回なされていま
した。安倍政権における改憲は阻止しまし
たが、安倍前首相は自民党の憲法改正推進
本部最高顧問に「喜んで」就任していると
のことで、まだまだ改憲に対しては強い意
欲と自民党内での影響力があるようで、油
断なりません。
　菅政権は、肝心のコロナ対策では、オリ
ンピックは開催を前提に進めながら、感染
拡大に後れて緊急事態宣言を発出し、まと
もな補償も与えないなど、国民の我慢に
頼った政策しかできていません。毎日のよ
うに、各地の感染者、死者数が「過去最大」
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